栗東市感震ブレーカー設置事業補助金
～申請から交付までのながれ～
1. 申請
関心ブレーカー購入・設置の前に、申請書類を提出してください。
【提出書類】
・交付申請書（所定様式）
・販売・設置業者の見積書
・設置する感震ブレーカーの仕様がわかる資料（カタログ等）
・設置予定箇所の写真
2. 交付決定通知
申請受付後、補助金の交付が決定したら、感震ブレーカー設置事業補助金交付決定通知書を送付します。
この通知を受け取ってから、感震ブレーカーの購入・設置を実施してください。

3. 実績報告・補助金交付の請求
感震ブレーカーの設置完了後、速やかに実績報告書類を提出してください。
【提出書類】

　・実績報告書（所定様式）
　・販売・設置業者の請求書（写し）
　・販売・設置業者の領収書（写し）
　・設置写真２枚（設置箇所がわかるもの、設置した製品がわかるもの各１枚）
4. 補助金額の確定通知
実績報告受付後、内容に不備等がなければ、感震ブレーカー設置事業補助金確定通知書を送付します。
5. 補助金交付にかかる請求
栗東市長宛の請求書（所定様式）を提出してください。
※請求日は空けておいてください。
※申請者の押印が必要です。
6. 補助金交付
請求書に記載いただいた口座へ、振込手続きを行います。
【問合せ】栗東市役所危機管理課　TEL 551-0109（直通）


